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― 11月11日～17日は税を考える週間です ―

2025. 11 第569号

逢瀬公園のもみじ（郡山市逢瀬町）  【コピー・転載禁止】

ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー
郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます
http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが
無料で受講できます
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税務署ニュース

郡山税務署 ・ 郡山法人会からの
年末調整説明会のお知らせ

郡山税務署からのお知らせ

　給与の支払者の方向けに、年末調整説明会（令和７年度 税制改正による所得税の基礎
控除の見直し等に係る説明会）を下表の日程で開催いたします。
　説明会への出席は事前申し込み制となっており、定員になり次第締め切りとなります。

会　　場

小野町

三春町

郡山市

郡山市

田村市

日　　時

小野町 多目的研修集会施設

三春交流館まほら 小ホール

郡山税務署 別棟会議室

令和７年11月13日㈭
14:00～16:00

令和７年11月18日㈫
14:00～16:00

定員に達しましたので、
募集を締め切りました。

令和７年11月26日㈬
14:00～16:00

令和７年11月27日㈭
14:00～16:00

南東北総合卸センター
中会議室

田村市 中央公民館 ホール
（旧：船引公民館）

公益社団法人 郡山法人会
　……………… ☎024－933－7777

申込先

郡山税務署 法人課税第一部門
　……………… ☎024－932－2045

お問い合わせ

説明会へのご参加は下記のQRコードからお申し込み下さい。

公益社団法人 

受講
無料

法 人 こ お り や ま 第569号（3）      令和7年11月1日 法 人 こ お り や ま 第569号      （2）令和7年11月1日
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法 人 こ お り や ま 第569号（9）      令和7年11月1日 法 人 こ お り や ま 第569号      （8）令和7年11月1日

　決算書の内容から、営業外費用に貸倒損失が計上されていたことから、その内容の確認調査を調査官が行っています。

調査官　貸倒損失の内容についてお尋ねします。

担当者　遠隔地の取引先Ａに対し１０万円の売掛金がありましたが、支払いが遅れるようになったので、再三督促をした
のですが何も応答がありませんでした。代金の取り立てに行こうと思ったのですが、遠方であり航空券代や鉄
道運賃等の旅費や従業員の日当等を考えると採算が合いません。

調査官　取引先Ａの代表者や関係者との連絡は取れたのですか？

担当者　はい、何とか。

調査官　それでＡはどのような状況でしたか？

担当者　隣の県に引っ越していました。

調査官　具体的には、鹿児島県から宮崎県に移転をしていたのですね。

担当者　はい、そうです。

調査官　貸倒損失の内訳を見ると、宮崎県にある取引先Ｂも５０万円の貸倒になっていますね。

担当者　Ｂは夜逃げをして行方不明となってしまいましたので貸倒処理をしました。

調査官　Ｂについても追跡調査はされましたか？

担当者　同業者の話では、細々ながら営業は行っているようですが、債務超過でいつ倒産してもおかしくないらしいと
のことです。

調査官　Ｂに確認を取っていないのですか？

担当者　取引を停止してから１年以上経っているので、備忘価額を残して貸倒処理をしました。法人税基本通達９－６－３
（一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒れ）に該当するので問題はないでしょう。

調査官　Ｂとの取引の明細がわかるものを見せてください。

担当者　１回目は５万円の取引で、２回目は７万円でした。

調査官　３回目は数年期間が空いての５０万円ですから、これはいわゆるスポット取引のようですね。

担当者　そうですね。常時使っている業者ではありません。

調査官　法人税基本通達９－６－３の「取引の停止」とは、継続的な取引を行っていた債務者につき、その資産状況、支払
能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいいます。したがって、今回のようなスポット
取引（単発取引）についての適用がありません。

担当者　それは知りませんでした。でも取引先Ａについては問題ないですよね。

調査官　法人税基本通達９－６－３の（２）に「法人が同一区域の債務者について有する当該売掛債権の総額が、その取立
のために要する旅費その他の経費に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわら
ず弁済できないとき」という規定があります。

調査官　本件の場合には、取引先ＡもＢも、もともと宮崎県にあります。従って、１０万円＋５０万円＝６０万円の債権総額と
取立費用の比較となりますので、貸倒損失処理は認められません。ちなみに、「取立費用」は、１回の集金出張に
要する旅費および日当等の実績をいいますが、売掛債権の総額は一つの取引先ごとにではなく、同一地域に
複数の債権者が存在すれば、その債権額の合計をいいます。

担当者　わかりました。さっそく修正します。

税理士　牧野 義博

債権金額が取立費用に満たない場合の貸倒損失処理債権金額が取立費用に満たない場合の貸倒損失処理実践
税務調査
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法 人 こ お り や ま 第569号      （10）令和7年11月1日

税のミニ通信 税務関係書類の保存期間
　税務関係書類の保存期間は、法人税、所得税、消費税、会社法など、適用される法律に
よって異なります。
1. 法人税関係書類の保存期間
　法人の帳簿や書類は、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存する必要
があります。
　ただし、以下のような場合は保存期間が10年に延長されます。
●青色申告書を提出した事業年度で欠損金額（青色繰越欠損金）が生じた場合。
●災害によって損失が生じた事業年度の場合。

　帳簿には総勘定元帳、仕訳帳、現金預金取引関係書類（領収書、預金通帳など）など
が、書類には、棚卸表、決算関係書類（貸借対照表、損益計算書など）、見積書、注文書、請求書、契約書など
が含まれます。
2. 所得税関係書類の保存期間
個人事業主の場合、請求書などの書類の保存期間は所得税法によって定められています。
①青色申告の場合
●帳簿（仕訳帳、総勘定元帳など）、決算関係書類（貸借対照表、損益計算書など）、現金預金取引等関係
書類（領収書、預金通帳など）は原則として7年間保存が必要です。

●その他の書類（請求書、見積書、契約書など）は5年間保存が必要です。
●現金預金取引関係書類については、前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の
場合は5年間となります。

②白色申告の場合
●帳簿（法定帳簿）は7年間保存が必要です。※法定帳簿とは収入金額や必要経費を記載した帳簿です。
●業務に関して作成または受領した領収書や請求書などの書類は、原則として5年間保存が必要です。

3. 消費税関係書類の保存期間
　消費税の仕入税額控除を適用するためには、帳簿と請求書などを7年間保存する必要があります。保存
を怠ると税務調査で仕入税額控除が適用されなくなります。
　インボイス制度においては、買手側が仕入税額控除を行うために、売手側が発行した適格請求書（イン
ボイス）を7年間保存する必要があります。
4.　会社法による書類の保存期間
　会社法では、会計帳簿および事業に関する重要な資料について、帳簿閉鎖の時から10年間保存するこ
とが義務付けられています。
　また、計算書類（貸借対照表、損益計算書など）も、作成した時から10年間保存する必要があります。
　会社法と法人税法で保存期間が異なる場合、長い方の期間である会社法の10年間を基準に保存してお
くと安心です。
5. 電子データの保存
　現在、電子帳簿保存法により、国税関係帳簿書類の電子保存が認められています。電子データでの保存
やスキャン保存、電子取引におけるデータの保存には、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。
これには、検索機能の確保や改ざん防止措置などが含まれます。
　紙と電子データが混在していても問題ありませんが、適切な管理が求められます。

東北税理士会郡山支部
税理士 小松 賢一



法 人 こ お り や ま 第569号（11）      令和7年11月1日

青年部会
　9月20日㈯、青年部会はホテル華の湯にて卒業者慰労会を開催した。
当日は桑原義昌さん、今泉進一さん、渡邊万里子さんの3名を迎え、部会長より感謝の言葉が贈られた。
懇談の席上では、これまでの活動を振り返りながら談笑が続き、最後に卒業生から現役部会員へ温かい
エールが送られた。笑いと涙に包まれた慰労会となった。

卒業者慰労会を開催卒業者慰労会を開催

　9月24日㈬、郡山法人会館にて株式会社ライフデザインラボ代表・
村山寛樹氏を講師に迎え、「求人採用と人が活きる辞めない職場づくり」
セミナーを開催した。
　講義では、効果的な求人広告の作り方や離職防止のポイントについて
具体例を交え紹介。お金をかけずに人材を確保する方法や、円滑な職場
コミュニケーションの重要性についても語られた。講演後には多くの
質問が寄せられ、参加者の関心の高さがうかがえた。

「求人採用と人が活きる辞めない職場づくり」セミナー開催「求人採用と人が活きる辞めない職場づくり」セミナー開催

　2026年は「午（うま）年」。難しくいえば「丙午
（ひのえうま）」の年である。甲・乙・丙…の十干
（じっかん）と子・丑（うし）・寅（とら）…の十二支を
組み合わせた「十干十二支」だが、10と12の最小
公倍数は60。そのため、丙午は60年に一度やって
くる。
　なぜ世間はこの年を注目するのか。「丙午の年に
生まれた『女性』は気性が激しく、夫の寿命を
縮める」とか。いや、これはセクハラではなく、
昔からの迷信のひとつなのだ。そのため「もし、
女の子が生まれたら…」という心配から「生み
控え」が起こる。前回の丙午、1966年の出生率は
前年より25％ほども下がったというデータがある
ほどだ。

　子どもを持ちたいと願っているお二人さん。
まさか、いまどきこんな迷信を信じないでしょう
ね。少子化問題は国是として取り組まねばなら
ない問題なのですよ。午年生まれは、火の性質を
持って、エネルギッシュで行動力がある。おまけに、
男女問わず、周囲に強い印象を与える…と、手元の
資料に書いてある。強くて良い子に育つようだ。
　「夫の寿命を縮めるくらいだから、周囲に強い
印象を与える」だって？　
それは言わないお約束！

強い子に育て、丙午生まれ フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平

講師の村山寛樹氏

丙午丙午



　全国の女性経営者が一堂に会する第19回 法人会全国女性フォーラム
「北海道大会」が、9月18日㈭ 札幌市・札幌パークホテルで開催された。テーマ
は「自然と女性の活力で 笑顔いっぱい北海道 ～明日をつなごう！ 未来につな
ごう！ ～」。当部会からは2名が参加した。
　第1部 記念講演では、株式会社クリエイティブオフィスキュー 代表取締役
の伊藤亜由美氏が「ストーリーあるプロデュース ～北海道における人づくり・
モノづくり・地域づくり～」と題して講演。TEAM NACSらの活動を通して、
北海道の魅力を全国へ発信する取り組みを紹介した。伊藤氏は「時間をかけ
てでも本当に心が動くものを生み出したい」と語り、地元への情熱をにじま
せた。
　続く第2部の大会式典では、北海道法人会連合会 女性部会連絡協議会・
泉みち子会長が全国から集まった約1,600名の参加者を歓迎。全国法人会
総連合の斎藤保会長、女性部会連絡協議会、村上康恵会長がそれぞれ挨拶
した。
　また、視察研修では、札幌オリンピックミュージアムや藻岩山ロープウェー、
エスコンフィールドHOKKAIDOなどを訪問。スタジアムツアーでは普段入る
ことのできないダグアウトやグラウンド内を見学し、北海道の新たな魅力を
体感した。最終日には「白い恋人パーク」でクッキーの絵付け体験を楽しみ、笑
顔あふれる研修となった。

法人会全国女性フォーラム「北海道大会」
並びに会員視察研修会を開催

　10月7日㈫、第14回 会員親睦ゴルフコンペが郡山ゴルフ倶楽部にて開催
され、21名が参加した。あいにくの雨模様の中でも、プレーを通じて会員相互
の親睦を深めた。
　成績は以下のとおり。
優　勝 ＝ 米山　光昭（㈱プラバ）
準優勝 ＝ 桜井　賢一（㈱エスケー・テック）
第3位 ＝ 岩谷実智雄（㈱江見基礎調査）

第14回 会員親睦ゴルフコンペ開催

全国女性フォーラム「北海道大会」

エスコンフィールドHOKKAIDO見学

クッキーデコレーションをするメンバー

優勝の米山光昭さん（左）と赤塚英夫会長
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